
令和６年６月１日時点

（注意事項）

・各サービス等を利用するためには届出受理証明書又は携帯用カードの提示等のほか、各サービスの利用要件を満たす必要があります。

・一部のサービス利用においては、届出受理証明書又は携帯用カードの提示が不要な場合や「とっとり安心ファミリーシップ制度」の有無に関わ

  らず対応している場合があります。詳細は、お問合せ先へお尋ねください。

No. 各サービス等の内容
証明書の提示

方法等
お問合せ先
（電話番号）

留意事項等

1 入院時の面会、病状・治療方針の説明
受理証明書（携帯
カードでも可）を

提示

岩美町国民健康保険
岩美病院

☎0857-73-1411
患者本人の同意があれば証明書等の提示は不要

岩美町国民健康保険　岩美病院サービス等一覧


